
2025上里町タウンミーティングを開催しました！

　８月 30 日㈯、31 日㈰、９月７日㈰、「2025 上里町タウンミーティング～選ばれる町・住み続けたい町の実
現に向けて～」が、各小学校地域で開催されました。町民と町長の活発な意見交換が行われました。ここでは、
参加者から寄せられた意見と、それに対する町の回答を一部紹介します。

問合せ…総合政策課政策調整係【☎35－1238】

 

Q
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
希
薄
化
が
進
み
、
行
事
の
廃
止

に
よ
り
人
材
育
成
や
地
域
活
性
化
が
困
難
に
な
っ
て
い

ま
す
。
町
の
目
標
「
支
え
合
う
ま
ち
」
を
実
現
す
る
た

め
、
住
民
を
巻
き
込
む
新
た
な
事
業
や
取
り
組
み
を
検

討
し
て
く
だ
さ
い
。

 コ
ロ
ナ
の
影
響
も
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
根

本
的
な
原
因
は
社
会
構
造
の
変
化
に
あ
る
と
感
じ
て

い
ま
す
。
人
が
集
ま
り
や
す
い
仕
組
み
や
事
業
の
在
り

方
に
つ
い
て
、
地
域
関
係
者
の
方
々
と
一
緒
に
検
討
を

進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

 

Q
こ
む
ぎ
っ
ち
の
出
動
回
数
を
増
や
し
、
よ
り
積
極
的
に

活
用
し
て
ほ
し
い
で
す
。
特
に
若
い
世
代
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
中
心
で
情
報
収
集
を
し
て
い
る
た
め
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ

を
使
っ
た
発
信
を
強
化
す
る
こ
と
で
、
広
報
効
果
の
向

上
が
期
待
で
き
ま
す
。
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
体
験
を
通
じ

て
魅
力
を
発
信
す
る
取
り
組
み
が
効
果
的
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

 「こ
む
ぎ
っ
ち
」
は
観
光
Ｐ
Ｒ
に
有
効
で
あ
る
と
認
識

し
て
お
り
、
今
後
も
活
用
を
図
る
と
と
も
に
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ

を
活
用
し
た
情
報
発
信
に
も
力
を
入
れ
て
ま
い
り
ま
す
。

AA

 

Q
計
画
に
は
「
充
実
」「
推
進
」「
強
化
」
と
い
っ
た
肯

定
的
な
言
葉
が
目
立
ち
ま
す
が
、
人
口
構
成
上
の
課

題
か
ら
く
る
税
収
減
少
や
財
源
不
足
に
対
す
る
危
機

感
が
欠
け
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
今
後
の
予
算

確
保
の
た
め
に
は
、
何
か
を
削
減
す
る
な
ど
具
体
的

な
対
応
策
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

 費
用
対
効
果
が
低
い
事
業
や
時
代
に
合
わ
な
く
な
っ

た
事
業
に
つ
い
て
は
、
見
直
し
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

今
後
も
歳
入
と
歳
出
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
、
無
駄

を
な
く
し
た
行
政
運
営
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

A

 

Q
小
学
校
登
下
校
時
の
見
守
り
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
近
年
の

異
常
気
象
に
よ
る
尋
常
で
は
な
い
暑
さ
が
続
い
て
お
り
、
子

ど
も
た
ち
の
健
康
が
心
配
で
す
。
町
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な

暑
さ
か
ら
子
ど
も
た
ち
を
守
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
対
策

を
検
討
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

 町
で
は
、
児
童
の
日
傘
等
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
各
家
庭
の

判
断
に
任
せ
て
お
り
ま
す
。
通
学
区
内
の
商
店
や
公
共
施
設

で
子
ど
も
た
ち
が
必
要
に
応
じ
て
休
憩
で
き
る
「
ク
ー
ル
オ

ア
シ
ス
事
業
」
と
い
う
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

A

 

Q
こ
む
ぎ
っ
ち
号
の
再
編
や
デ
マ
ン
ド
交
通
の
導
入
に
よ
っ
て

利
便
性
が
向
上
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
は
今
後
も

継
続
し
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
町
内
の
病

院
で
は
タ
ク
シ
ー
送
迎
を
利
用
す
る
方
も
多
い
た
め
、
タ
ク

シ
ー
助
成
が
導
入
さ
れ
る
と
、
よ
り
便
利
に
な
る
と
考
え
て

い
ま
す
。

 デ
マ
ン
ド
交
通
で
は
町
内
の
大
半
の
病
院
を
停
留
所
と
し
て

設
定
し
、
利
便
性
を
重
視
し
て
導
入
し
ま
し
た
。
導
入
時
に

は
協
議
会
で
タ
ク
シ
ー
助
成
の
可
能
性
も
検
討
し
ま
し
た
が
、

同
規
模
の
予
算
内
で
実
施
す
る
に
は
年
齢
や
利
用
回
数
の
制

限
が
必
要
と
な
る
た
め
広
範
囲
で
利
用
で
き
る
デ
マ
ン
ド
交

通
を
選
択
し
ま
し
た
。
今
後
も
利
用
状
況
を
分
析
し
、
利
用

者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
研
究
を

続
け
て
ま
い
り
ま
す
。

A

 

Q
町
の
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
指
標
の
設
定
に
は
疑
問
を
感

じ
ま
す
。
町
民
が
よ
り
豊
か
に
な
れ
る
よ
う
な
指
標
の
設
定

が
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
専
門
家
の
意
見
を
仰

ぐ
こ
と
も
有
効
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

 一
部
の
計
画
で
は
、
外
部
の
専
門
家
が
委
員
と
し
て
参
加
し

て
い
る
も
の
も
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
委
託
し
て
い
る
計
画

に
つ
き
ま
し
て
は
、
専
門
の
研
究
員
と
と
も
に
策
定
を
行
い
、

時
代
に
即
し
た
指
標
を
設
定
し
て
ま
い
り
ま
す
。

A

　皆さまからいただいたご意見は、今後の町の施策や事業展開に役立
ててまいります。 これからも町民の皆さまと一緒に課題を共有しなが
ら計画を進め、「選ばれる町・住み続けたい町」の実現に向けて努力し
てまいります。今後ともご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

全てのご意見と
回答はこちら▶
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交通事故被害者のご家族への援護金
　埼玉県交通安全対策協議会では、埼玉県内在住の交通遺児等を対象に、援護一時金を給付しています。
　※「交通遺児等」とは、交通事故（陸海空全ての交通機関の運行により生じた事故）により、死亡また
　　は重い障害を負った保護者に養育されている18歳以下の子どもをいいます。

給付対象者
　埼玉県内に在住する乳幼児ならびに小・中・高等学校
および各種学校等に在学する平成19年４月２日以降に
生まれた交通遺児等で、右表に掲げる世帯に属する方

給付額…こども１人につき10万円
給付時期…令和８年５月上旬（４月末までに「給付決定通知書」を送付します）
申込期限…令和８年１月30日㈮まで　　申請書類…各市町村、学校等で配布します。
提出先…みずほ信託銀行浦和支店（さいたま市浦和区高砂２－12－10）に郵送
　　　　またはご持参ください。【☎048－822－0191】
問合せ…埼玉県交通安全対策協議会【☎048－825－2011】
　　　　埼玉県県民生活部防犯・交通安全課【☎048－830－2955】

給付対象の子どもの人数 同居世帯の総所得額
１人 2,740,000円以下
２人 3,120,000円以下
３人 3,500,000円以下
４人 3,880,000円以下

５人以上 4,260,000円以下

　令和７年10月から、庁舎１階町民福祉課町民係の窓口にサービ
スの向上および窓口の混雑緩和を目的とした窓口番号案内表示シ
ステム（モニター）を設置しました。
　また、モニターでは、町からのお知らせや企業広告等を放映し
ておりますので、待ち時間にご覧ください。

窓口番号案内表示システムを設置しました

問合せ…町民福祉課町民係【☎35－1224】

▲「上里町都市計画
　マスタープラン」の図表

町
長
コ
ラ
ム
山
下
　
博
一

上
里
町
の
未
来
を

　
　
　
　
　

考
え
る
（
そ
の
２
）

　
前
回
の
本
コ
ラ
ム
で
は
、
道
路

整
備
と
雨
水
対
策
に
つ
い
て
ご
紹

介
し
ま
し
た
が
、
今
回
の
テ
ー
マ

は
「
都
市
計
画
道
路
」
で
す
。
一

般
的
に
道
路
は
、
日
常
生
活
の
移

動
や
産
業
の
血
液
と
も
い
え
る
物

流
、
あ
る
い
は
防
災
な
ど
を
支
え

る
大
切
な
社
会
資
本
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
都
市
計

画
道
路
は
、
将
来
の
町
づ
く
り
の

骨
格
と
な
り
、
円
滑
な
交
通
や
良

好
な
都
市
環
境
の
確
保
な
ど
に
欠

か
せ
な
い
道
路
と
し
て
、
都
市
計

画
法
に
基
づ
い
て
計
画
・
決
定
さ

れ
た
も
の
で
す
。

　
町
で
は
、
今
年
の
７
月
に
都
市

計
画
の
変
更
を
行
い
ま
し
た
。
具

体
的
に
は
、
都
市
計
画
道
路
で
あ

る
「
古
新
田
四
ツ
谷
線
」
の
道
路

線
形
（
形
や
長
さ
）
を
変
更
し
て
、

今
後
の
交
通
量
の
予
測
や
混
雑
状

況
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
よ
り
現
実

的
な
計
画
に
し
た
も
の
で
す
。
同

時
に
、
交
通
事
故
発
生
の
可
能
性

を
さ
ら
に
抑
制
で
き
る
よ
う
、
四

ツ
谷
交
差
点
周
辺
を
安
全
な
形
に

し
て
い
き
ま
す
。

　
今
回
の
変
更
内
容
を
含
め
た
上

里
町
の
未
来
の
姿
は
、「
都
市
計

画
図
」
や
「
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
」
で
誰
で
も
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
資
料

に
は
、
町
内
で
お
お
む
ね
20
年
の

間
に
行
う
べ
き
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
な
ど
が
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

上
里
Ｓ
Ａ
か
ら
町
の
中
心
で
あ
る

役
場
周
辺
に
ア
ク
セ
ス
す
る
、「
構

想
道
路
」
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま

す
。
道
路
網
が
整
備
さ
れ
る
こ
と

で
、
今
ま
で
以
上
に
交
通
利
便
性

が
高
ま
り
、
町
の
に
ぎ
わ
い
を
生

み
出
し
て
く
れ
る
も
の
と
期
待
い

た
し
ま
す
。

　
ま
た
、
令
和
２
年
３
月
の
上
里

町
議
会
で
は
、「
神
保
原
駅
周
辺

の
開
発
と
駅
舎
の
建
替
え
に
関
す

る
要
望
決
議
」
が
可
決
さ
れ
て
い

ま
す
。
決
議
で
は
、
町
が
発
展
す

る
た
め
に
は
、
駅
周
辺
の
活
性
化

が
必
要
不
可
欠
と
述
べ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
都
市
計
画
道
路
の
神
保

原
駅
南
大
通
り
線
を
古
新
田
四
ツ

谷
線
ま
で
延
伸
整
備
し
ア
ク
セ
ス

性
を
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、「
駅

利
用
者
が
増
え
周
辺
が
活
性
化
し

て
、
町
の
発
展
に
繋
が
る
」
と
し

て
い
ま
す
。

　

都
市
計
画
図
な
ど
の
資
料
は
、

町
役
場
の
担
当
課
や
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
閲
覧
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

資
料
を
道
し
る
べ
と
し
て
、
道
路

や
駅
周
辺
の
開
発
と
い
っ
た
町
の

未
来
の
姿
に
思
い
を
は
せ
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

�
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◀◀◀◀◀◀　　１１月１日は「１１月１日は「彩彩の国教育の日の国教育の日」　」　▶▶▶▶▶▶

問合せ問合せ
上里町教育委員会教育指導課【☎上里町教育委員会教育指導課【☎ 3535 － 1247】－ 1247】
埼玉県教育局生涯学習推進課【☎ 048 － 830 － 6972】埼玉県教育局生涯学習推進課【☎ 048 － 830 － 6972】

　県では、教育に関する理解を深めていただくため、11 月１日を「彩の国　県では、教育に関する理解を深めていただくため、11 月１日を「彩の国
教育の日」、11 月１日から７日までを「彩の国教育週間」としています。教育の日」、11 月１日から７日までを「彩の国教育週間」としています。
　期間中は、県や市町村、学校、社会教育施設、各種団体等で、学校公開や　期間中は、県や市町村、学校、社会教育施設、各種団体等で、学校公開や
親子向け体験教室などの事業が多数実施されます。親子向け体験教室などの事業が多数実施されます。
　この機会に、事業へ参加して理解を深め、身近な人と「自然」「人」「本」「家　この機会に、事業へ参加して理解を深め、身近な人と「自然」「人」「本」「家
族」「地域」の大切さや思い出について語り合ってみませんか。族」「地域」の大切さや思い出について語り合ってみませんか。
　詳しくは、県ホームページの各サイトをご覧ください。　詳しくは、県ホームページの各サイトをご覧ください。

PTA資源回収PTA資源回収のお知らせのお知らせ
長幡小学校

日時日時…12 月６日㈯、午前８時 30 分～ 10 時…12 月６日㈯、午前８時 30 分～ 10 時
　　　※　　　※延期の場合は、12 月 13 日㈯延期の場合は、12 月 13 日㈯
　　　　　　　　なお、その際は校舎屋上に赤い旗を取り付けるとなお、その際は校舎屋上に赤い旗を取り付けると
　　　　  ともに長幡小学校ホームページに記載します。　　　　  ともに長幡小学校ホームページに記載します。
場所場所…農協カントリーエレベーター（東側駐車場）…農協カントリーエレベーター（東側駐車場）
　　　　　　※西門より入場し、南門より退場する一方通行で※西門より入場し、南門より退場する一方通行で
　　　　　　　お願いいたします。　お願いいたします。
　　　　　　※搬入の際は、交通事故等に十分注意してください。※搬入の際は、交通事故等に十分注意してください。
回収品回収品
　　新聞、雑誌、段ボール、牛乳パック、アルミ缶、布類新聞、雑誌、段ボール、牛乳パック、アルミ缶、布類
　　※スチール缶・空きビン・ペットボトル等は回収できません。※スチール缶・空きビン・ペットボトル等は回収できません。
回収方法回収方法
　　自家用車等で直接搬入自家用車等で直接搬入し、所定のコンテナにお入し、所定のコンテナにお入
れください。れください。
　　※ PTA 役員等による回収はありません。※ PTA 役員等による回収はありません。
　　※字ごとの時間区分はいたしません。※字ごとの時間区分はいたしません。
問合せ問合せ…長幡小学校【☎ 33 － 0907】…長幡小学校【☎ 33 － 0907】 賀美小学校

日時日時…11 月 29 日㈯、午前８時 30 分から（小雨決行）…11 月 29 日㈯、午前８時 30 分から（小雨決行）
　　　　　　※午前８時までに回収品を出してください。※午前８時までに回収品を出してください。
　　　　　　※雨天の場合は、11 月 30 日㈰に延期します。※雨天の場合は、11 月 30 日㈰に延期します。
回収品回収品
　新聞、雑誌・本、段ボール　新聞、雑誌・本、段ボール
　　※空き缶、空きビン、ペットボトル、牛乳パック、古布等※空き缶、空きビン、ペットボトル、牛乳パック、古布等
　　は回収できません。　　は回収できません。
回収方法回収方法
　ＰＴＡ役員が回収に伺います。　ＰＴＡ役員が回収に伺います。
　※回収品は、必ず道路に面したわかりやすい場所に出して　※回収品は、必ず道路に面したわかりやすい場所に出して
　　ください。　　ください。
　※金下、堀込、原地区の方は回収場所をごみ収集所に掲示　※金下、堀込、原地区の方は回収場所をごみ収集所に掲示
　　してありますので、ご確認ください。　　してありますので、ご確認ください。
問合せ問合せ…賀美小学校【☎ 33 － 0026】…賀美小学校【☎ 33 － 0026】

※地域によって回収方法や回収品目が
　異なりますのでご注意ください。

神保原小学校
日時日時…11 月 29 日㈯、午前８時 30 分から…11 月 29 日㈯、午前８時 30 分から
　　　　　　※午前８時までに回収品を出してください。※午前８時までに回収品を出してください。
　　　　　　※雨天の場合は、11 月 30 日㈰に延期します。※雨天の場合は、11 月 30 日㈰に延期します。
回収品回収品
　新聞、雑誌、段ボール、　新聞、雑誌、段ボール、
　牛乳パック、ペットボトルキャップ　牛乳パック、ペットボトルキャップ
　　※空き缶、空きビン、ペットボトル、古布等は回収できま※空き缶、空きビン、ペットボトル、古布等は回収できま
　　せん。　　せん。
回収方法回収方法
　ＰＴＡ役員が回収に伺います。　ＰＴＡ役員が回収に伺います。
　※回収品は、必ず道路に面したわかりやすい場所に出して　※回収品は、必ず道路に面したわかりやすい場所に出して
　　ください。　　ください。
問合せ問合せ…神保原小学校【☎ 33 － 3074】…神保原小学校【☎ 33 － 3074】

七本木小学校
日時日時…11 月 29 日㈯、午前８時～午後４時…11 月 29 日㈯、午前８時～午後４時
　　　11 月 30 日㈰、午前８時～正午　　　11 月 30 日㈰、午前８時～正午
　　　（両日とも雨天決行）　　　（両日とも雨天決行）
場所場所…七本木小学校校庭（出入口は南東門）…七本木小学校校庭（出入口は南東門）

※搬入の際は、交通事故等に十分注意してください。※搬入の際は、交通事故等に十分注意してください。
回収品回収品
　新聞、雑誌、段ボール、アルミ缶、牛乳パック　新聞、雑誌、段ボール、アルミ缶、牛乳パック
　　※スチール缶、空きビン、古布等は回収できません。※スチール缶、空きビン、古布等は回収できません。
回収方法回収方法
　　自家用車等で直接搬入自家用車等で直接搬入し、所定のコンテナへお入し、所定のコンテナへお入
れください。れください。
　※ PTA 役員等による回収はありません。　※ PTA 役員等による回収はありません。
問合せ問合せ…七本木小学校【☎ 33 － 0544】…七本木小学校【☎ 33 － 0544】

◀シンボルマーク

※「生涯学習ステーション」とは、県内の指導者
　やイベント、講座などの生涯学習に関する情報　
　をお届けし、県民の皆さまの生涯学習活動を支
　援するサイトです。

▲生涯学習
　ステーション

▲彩の国
　教育の日
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Living
------------------------

くらし

省エネに
ご協力ください

野外焼却（野焼き）
は法律により禁止
されています

　「近所で草木を燃やして煙たい」「洗濯物に臭い
がついて困る」など、野外焼却（野焼き）に関す
る苦情や相談が寄せられています。
　ごみを野外で燃やすことは、「廃棄物の処理及び
清掃に関する法律」で一部の例外を除き禁止され
ています。
　野外焼却を行うと、大量の煙や臭いが発生し、
近隣の生活環境に支障をきたすだけでなく、ご近
所同士のトラブルにつながる場合もあります。
　例外として認められている場合（農地における稲
わら、麦わらの焼却）でも、周囲の方から煙や臭
いの苦情が出た場合は、速やかに焼却の中止をお
願いします。
　また、どのような場合でも、ビニールやプラス
チック類の焼却は禁止されています。
　ごみは野外焼却をせずに、分別ルールに従って、
ごみ収集や資源物として適正に処理をしていただ
くよう、皆さんのご協力をお願いします。

問合せ
くらし安全課生活環境係【☎35－1226】
農業振興課農業振興係【☎35－1232】

　近年、地球温暖化の影響と考えられる異常気象や
集中豪雨など、さまざまな問題が発生しています。
　町では、このような環境問題を解決していくため、
2050 年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにす
ることを目標とする「上里町ゼロカーボンシティ宣言」
を表明しています。
　この目標を達成するためには、日頃から省エネを
心がけ、ひとつずつ積み上げていくことが必要です。

・不要な照明は消す
・使わない家電の電源を切る
・エアコンは無理のない範囲で省エネに努める

　町役場では、これら省エネの取り組みを続けた結
果、役場庁舎内における温室効果ガスの排出量が、

令和６年度　３２７,７６９kg-CO2
（基準排出量５０８,５８６kg-CO2）
※基準排出量は平成 24～26 年度の３年間の実績から算出
※「㎏ -CO2」：二酸化炭素１㎏を意味する単位
１㍑の牛乳パックで約500 本分の体積に相当します。

　となりました。
　一つひとつは小さなことでも、積み重ねていくこと
で大きな省エネ効果につながります。ぜひ、ご家庭
におきましても、省エネのご協力をお願いします。

問合せ…くらし安全課生活環境係【☎35－1226】

ごみ　　つうしんゼロ

問合せ…くらし安全課生活環境係【☎35－1226】

『3きり運動』で生ごみの減量を！

令和７年９月のごみの量は…
家庭系ごみ（可燃・不燃・有害・粗大）

 排出量 ５７６. ０ｔ
【ひとり１日あたり約６３１ｇ】

埼玉県内のひとり１日あたりのごみの排出量は
約490ｇです。（令和５年度）

　 町では、年間約 8,500 トンの燃えるごみが出されており、
そのうち、一番多いのは家庭から出る生ごみです。
　 皆さんも 『３きり運動』 を実践し、食品ロスの削減にご
協力をお願いします。

① 食品を使い切る 『使い切り』
② 食べ残しをしない 『食べきり』　　　　　『３きり運動』
③ 生ごみを出す前の 『水切り』

～減らす・分別・再利用を心がけましょう～

前月と比べて
24gの増量です

　町内小中学校の児童・生徒の皆さんが、各学校で日
頃から行っているゼロカーボンに向けた取組を紹介す
る作品を、11月19日㈬から12 月7日㈰まで、イオ
ンタウン上里（２階）で展示をします。ぜひ、お立ち寄
りいただき、各学校での取組をご覧ください！
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